
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために
～高齢者の権利を守る～

問長寿課　☎22-1361　地域包括支援センター　☎22-1466

　高齢者と家族の幸せのために、地域で支え合い明るい地域をつくることが高齢者の「あんしん」
につながります。その中で、地域包括支援センターにおける権利擁護相談件数は、高齢者の増
加に伴い年々増加傾向にあり、内容は虐待や年金搾取、消費者被害など複合的に問題が重なり
合っています。また、外出自粛の長期化も、要因の一つと考えられます。
　長寿課および地域包括支援センターでは、高齢者の権利を守り、安心して暮らすことができ
るよう支援していきます。

　「成年後見制度」とは、認知症や知的障害・精神障害などにより物事を判断する能力が十分で
ない方について、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支
援する制度です。
※判断能力が十分あるときに、将来、自分の判断能力が不十分になった際の後見について事前
　に決めておく「任意後見制度」もあります。

・「成年後見制度」を知っていますか？

　本市では、認知症により徘徊し、高齢者などが行方不明になったときに、
警察署と連携し、地域の方々や消防署、介護保険施設などの協力を得ながら、
早期発見・保護に努め、高齢者の安全確保と家族などを支援する事業を実
施しています。
※行方不明になったときに迅速に対応できるよう事前登録をお願いします。

・白石市高齢者等ＳＯＳネットワーク事業
・白石市認知症高齢者等見守りＱＲコード活用事業

地域包括支援センターに
おける権利擁護相談件数

　地域包括支援センターは高齢者の困りごとの身近な相談窓口で
す。権利擁護の相談に関しては、社会福祉士が対応します。内容
により、適切な機関や制度へつなげ、関係機関と連携しながら問
題の解決に向けて支援していきます。特に、高齢者虐待は「早期
発見」が深刻化を防ぐために重要です！
　気掛かりなことがありましたら、まずはご相談ください。

■地域包括支援センターへ相談しましょう！

　本市では、警察や消防署・自治会・民生委員・介護サービス事業所な
どの関係機関で構成した協議会やネットワークを設置し、高齢者虐待が
あった際にはスムーズな対応ができるよう連携強化を図っています。高
齢者虐待の早期発見には、「地域の目」が必要です。地域ぐるみで、気づき、
見守り、声を掛け合いながら安心して暮らせる社会をつくりましょう！

■高齢者虐待を防ぐために！
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